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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の概要 

    この調査は、市内の民間事業所における労働環境の実態と動向を把握し、今後の労働行政の施 

 策を展開していくための基礎資料を得ることを目的としている。 

２ 調査時点 

  令和７年１０月１日現在（ただし、年間データについては原則として令和６年４月１日～令和 

 ７年３月３１日を対象としている。） 

３ 調査対象 

  石狩市内に所在する事業所のうち、１，４２０社を対象とした。 

４ 調査項目 

（１）全事業所対象 

① 労働力の過不足関連の概要（正規従業員の現状、必要としている職種） 

② 従業員数（業種、居住地、年齢、男女別、障がい者、外国人） 

③ 採用状況（正規従業員採用、採用予定） 

④ 新規学卒採用者（正規従業員）の離職状況 

⑤ 非正規従業員（雇用の有無、賃金、就労状況、福利厚生等） 

（２）常時雇用する従業員が５名以上の事業所対象 

① 賃金・諸手当（基本給、初任給、家族手当、住宅手当、通勤手当、時間外手当、一時金等） 

② 定年・退職金制度（制度の有無等） 

③ 休日・休暇（週休二日制、各種休暇制度、年次有給休暇） 

④ 就業援助制度（育児休業、介護休業、女性再雇用等） 

⑤ 男女雇用機会均等法・男女共同参画等（役職付き女性職員の登用状況） 

５ 調査方法 

  調査票を対象事業所に郵送し、返信用封筒による返送・電子メール・Ｗｅｂ回答により回収した。 

６ 調査票の回収状況 

  調査対象事業所１，４０６社のうち、２９．６％にあたる４１６社から回答を得た。 

抽出事業所数 対象外事業所数 実質対象事業所数 有効回答事業所数 回 答 率 

（郵送総数）Ａ （宛所不明等）Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｄ Ｅ（Ｄ／Ｃ） 

１，４２０社 １４社 １，４０６社 ４１６社 ２９．６％ 

７ その他 

・ 構成比（％）については、小数点第２位を四捨五入しているため、構成比の合計は必ず 

しも１００％とはならない場合もある。 

・ データサンプルが少ないために、必ずしも平均値となっていない場合がある。 



合  　 計 0人～4人 5人～9人 10～29人 30～99人
100～
299人

300人
以上

416 181 85 90 46 12 2

(100.0%) (43.5%) (20.4%) (21.6%) (11.1%) (2.9%) (0.5%)

111 59 27 18 7 0 0
(26.7%) (14.2%) (6.5%) (4.3%) (1.7%) (0.0%) (0.0%)

59 15 8 22 11 3 0
(14.2%) (3.6%) (1.9%) (5.3%) (2.6%) (0.7%) (0.0%)

33 9 8 8 4 3 1
(7.9%) (2.2%) (1.9%) (1.9%) (1.0%) (0.7%) (0.2%)

64 33 9 12 8 1 1
(15.4%) (7.9%) (2.2%) (2.9%) (1.9%) (0.2%) (0.2%)

4 2 2 0 0 0 0
(1.0%) (0.5%) (0.5%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

30 6 12 6 4 2 0
(7.2%) (1.4%) (2.9%) (1.4%) (1.0%) (0.5%) (0.0%)

50 26 6 5 10 3 0
(12.0%) (6.3%) (1.4%) (1.2%) (2.4%) (0.7%) (0.0%)

65 31 13 19 2 0 0
(15.6%) (7.5%) (3.1%) (4.6%) (0.5%) (0.0%) (0.0%)

金融・保険業

表１　産業別・規模別回答状況

運輸・通信業

製　造　業

建　設　業

総  　  計

その他

サービス業

卸・小売業

【単位：事業所数、（　）内は全事業所中の構成比】

医療・福祉

建設業

26.7%

製造業

14.2%

運輸・通信業

7.9%
卸・小売業

15.4%

金融・保険業

1.0%

医療・福祉

7.2%

サービス業

12.0%

その他

15.6%
図1：産業別回答事業所数の割合

0～4人

43.5%

5～9人

20.4%

10～29人

21.6%

30～99人

11.1%

100～299人

2.9% 300人以上

0.5%

図2：規模別回答事業所数の割合
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Ⅱ　調査結果の概要

 １　労働力過不足の状況

　    (1)正規従業員の現状について（図3）

　      正規従業員の現状については、有効回答のあった416事業所のうち156事業所が不足していると回答。

      （2）必要としている職種について（図4）

　       最も多かったのは「建設業」の「技術職」で29事業所となっており、次いで「建設業」の「労務職」

　　が多かった。

0

5

10

15

20

25

30

事務職 技術職 労務職 その他

1

29

21

22

12

19

1
2 2

12

2

5

7

12

3

1
0 0 0

1

6

3

0

2

7
8

0

7

11

13

1

図4：必要としている職種

建築業 製造業 運輸・通信業 卸・小売業 金融・保険業 医療・福祉 サービス業 その他

不足している

37.5%

充足している

（過不足なし）

62.0%

過剰である

0.5%

図3：正規従業員の現状

258事業所

156事業所

2事業所
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(1)正規従業員数 (3)障がい者の雇用状況

　

(2)正規従業員に占める石狩市民の割合（図5）

(4)市内居住者、障がい者、外国人を雇用している事業所の割合（図6）

(5)産業別従業員数（図7）

  ２　従業員構成

正規従業員数は4,622人で、男女別では、男性が

3,548人（76.8%）、女性が1,074人(23.2%)となって
いる。

正規従業員数4,622人に対し、市内居住者の総従業員

数は1,321人で、28.6%の割合となっている。

石狩市民
28.6%

市外
71.4%

図5

正規従業員を雇用している372事業所のうち、市内居住者を雇用しているのは、292事業所（78.5%）、障

がい者の雇用は46事業所（12.4%）、外国人の雇用は33事業所（8.9%）となっている。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外国人雇用

障がい者を

雇用

石狩市民

8.9%

12.4%

78.5%

91.1%

87.6%

21.5%

図6：事業所の割合

雇用あり

雇用なし

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

建設業 製造業 運輸・通信業 卸・小売業 金融・保険業 医療・福祉 サービス業 その他

男性 660 797 969 420 6 90 283 323

女性 107 213 152 138 5 287 108 64

(

人
）

※障害者の雇用の促進等に関する法律により(令和3年3

月以降)、常時43.5人以上の従業員を雇用する事業所に

は、2.3％以上障がい者を雇用することが義務付けられ

ています。

正規従業員数4,622人に対し、障がい者の正規

従業員数は50人（うち市内居住者14人）で、全
体の1.1%の雇用率となっている。

また、事業所の規模別にみる雇用数は、正規従
業員数0～4人の事業所では2人、5～9人の事業所

では2人、10～29人の事業所では9人、30～99
人の事業所では22人、100～299人の事業所では
11人、300人以上の事業所では4人となっている。

正規従業員を50人以上雇用する事業所に限定す

ると、総正規従業員数2,527人に対し、障がい者
の正規従業員数は26人で、1.0%の雇用率となっ
ている。
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(6)年齢別従業員数（図8）

(1)労働力状況（図9）

(2)新規学卒者の採用状況（図10，11）

３　正規従業員の採用・離職状況

令和6年度中に採用された正規従業員は424人（うち石狩市民89人）、そのうち障がい者の採用は1

人（うち石狩市民0人）、外国人の採用は13人（うち石狩市民9人）となっている。

また、このうち同年度中に離職した者は180人で、離職率は42.5%であった。

0
20
40
60
80

100
120
140
160

56 60

149

33

0

71

28
2724 31 25

32

0

36
10 22

( 

人)

図9：産業別労働力状況（令和6年度）

新規採用者数◆ このうち離職者数

令和6年度に新規学卒者を採用した事業所は、有効回答のあった416事業所のうち133事業所

(32.0%)となっており、採用者の内訳は、中卒14人、高卒181人、短大・専門卒78人、大卒108人、

その他（専修含）卒43人となっている。また、令和8年度の新規学卒者を採用予定の事業所は、有効回

答事業所のあった416事業所のうち112事業所(26.9%）となっている。

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

中卒 高卒 短大・専門卒 大卒 その他

14

181

78

108

43

( 

人)

図10：新卒者採用状況（令和6年度）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

20歳未満 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65歳以上

男性 42 348 578 951 1,101 322 206

女性 12 129 187 313 319 75 39

(

人
）

建設業 製造業 運輸・通信業 卸・小売業 金融・保険業 医療・福祉 サービス業 その他
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(3)採用なしの理由（図12，13）

　４　新規学卒採用者の離職状況について（図14）　

現状維持
82.3%

業績不振
3.5%

経営の合理化
3.5%

その他
10.6%

図12：令和6年度採用なしの理由

現状維持
84.0%

業績不振
4.3%

経営の合理化
4.0%

その他
7.7%

図13：令和8年度採用予定なしの理由

令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間に新規学卒者を採用したのは、有効回答のあっ

た416事業所のうち218事業所（52.4%）で、このうち令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

に離職者がいたのは43事業所（19.7%）であった。

図14：新規学卒採用者の離職状況（事業所の割合）

10.3%

89.7%

1年目で離職なし

1年目で離職あり

6.7%

93.3%

2年目で離職なし

2年目で離職あり

7.2%

92.8%

3年目で離職なし

3年目で離職あり

0

20

40

60

80

100

120

140

160

建設業 製造業 運輸・通信業 卸・小売業 金融・保険業 医療・福祉 サービス業 その他

56 60

149

33

0

71

28
27

72 67

118

29

0
12

17
29

（人
）

図11：産業別新規学卒者採用状況 令和６年度 令和８年度(予定)
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(1)雇用状況（図15，16）

(2)1人あたりの平均時間賃金（図17）

(3)就労状況等（図18）

(4)福利厚生（図19）（複数回答可）

　５　非正規従業員（アルバイト・パート・季節社員・派遣社員・契約社員）

非正規従業員を雇用しているのは、有効回答のあった416事業所のうち195事業所（46.9%）で、

従業員数は2,937人となっている。

雇用形態の内訳は、長期雇用の男性が846人、女性が1,633人、短期雇用の男性が132人、女性

が326人となっている。

長期雇用, 
84.4%

短期雇用, 
15.6%

図16：雇用形態内訳
あり

46.9%

検討中
1.4%

なし
51.7%

図15：雇用の有無

0

500

1,000

1,500

2,000

アルバイト パート 季節社員 派遣社員 契約社員

事務職 1,373 1,182 1,113 1,440 1,420

技術職 1,522 1,148 1,045 1,165 1,573

労務職 1,281 1,068 1,426 1,765 1,354

（単位：円）

0:00
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4.0

5.0

１週の平均就労日数（日）
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アルバイト パート

季節社員 派遣社員

契約社員
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20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
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アルバイト パート

季節社員 派遣社員

契約社員

80.5%
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26.2%
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75.4%

81.5%

43.6%
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40.0%
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 ６　賃金・諸手当
(１)賃金

①基本給（図20）

②賃金の引き上げ（図21）

※ここからは、常時雇用する従業員が５人以上の事業所のみを対象とした調査結果です

20歳未満 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65歳以上

基本給 196,677 252,761 254,771 277,916 462,131 301,691 303,041

人数 26 387 673 1,042 1,180 277 195

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000
（円
）

（人）
図20：年齢別基本給および人数

基本給は、50～59歳が最も高く、人数も最も多かった。

令和7年4月から令和8年3月までに賃金引き上げを行なった（行う）事業所は、有効回答のあっ

た217事業所のうち164事業所（75.6%）、行なわない事業所は53事業所（24.4%）であった。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

建設業

製造業

運輸・通信業

卸・小売業

金融・保険業

医療・福祉

サービス業

その他

57.1%

86.4%

90.9%

67.9%

100.0%

70.0%

77.3%

86.7%

42.9%

13.6%

9.1%

32.1%

0.0%

30.0%

22.7%

13.3%

図21：賃金の引き上げの有無
行なった（行う） 行なわない
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③初任給（図22，23）

(2)諸手当

①家族手当（図24）

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

中学卒 高校卒 短大・専門卒 大学卒

初任給 199,044 197,815 225,696 225,314

（円
）

図22：最終学歴別平均初任給額

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

建設業 製造業 運輸・通信業 卸・小売業 金融・保険業 医療・福祉 サービス業 その他

初任給 239,453 195,584 225,023 205,036 184,250 188,683 203,153 190,461

（
円
）

図23：産業別平均初任給額

家族手当「支給あり」は、有効回答のあった218事業所のうち119事業所（54.6%）となっている。

また、「支給あり」と回答のあった事業所の平均支給額は、配偶者が7,786円、第１子が6,212円、第２子が5,925円、

第３子が5,521円、父母が1,766円となっている。
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14,000

建設業 製造業 運輸・通信業 卸・小売業 金融・保険業 医療・福祉 サービス業 その他

配偶者 8,857 10,600 6,833 10,000 6,000 10,000 0 10,000

第１子 3,429 5,650 3,667 8,250 6,200 4,000 13,500 5,000

第２子 2,833 5,450 3,667 7,500 6,200 4,000 13,500 4,250

第３子 2,600 5,450 3,667 7,500 6,200 0 13,500 5,250

父母 4,500 5,125 3,000 0 1,500 0 0 0

（円
）

図24：産業別家族手当

最終学歴別平均初任給額は、中学卒と高校卒、短大・専門卒と大学卒をそれぞれ比較すると大きな差が見られな
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②住宅手当（図25）

③通勤手当（図26）

④時間外手当（図27）

住宅手当「支給あり」は、有効回答のあった215事業所のうち84事業所（39.1%）となっている。

また、「支給あり」と回答のあった事業所の平均支給額は、持ち家手当平均11,667円、借家手当で11,856円

となっている。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

建設業 製造業 運輸・通信業 卸・小売業 金融・保険業 医療・福祉 サービス業 その他

持ち家 20,500 18,800 15,500 32,333 6,200 0 0 0

借家 25,000 17,600 9,250 15,000 0 8,000 20,000 0

（
円
）

図25：産業別住宅手当

通勤手当「支給あり」は、有効回答の

あった215事業所のうち193事業所（89.8%）

となっている。

なお、その他の内容は、「会社規定によ

る」、「距離に応じて」、「社用車利用」

等があった。

実費支給24.4%

定額支給67.4%

その他8.3%

図26：通勤手当の支給方法

時間外手当「支給あり」は、有効回答の

あった218事業所のうち199事業所（91.3%）

となっている。

なお、その他の内容は、「会社規定によ

る」との回答があった。

法定２５％
87.9%

定額支給
9.0%

その他
3.0%

図27：時間外手当の支給方法
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⑤燃料（寒冷地）手当（図28）

(6)同一労働同一賃金（図76）

②初任給（図44,45）

(7)一般事業主行動計画（図77,78）

(3)一時金（図29,30,31,32）

燃料（寒冷地）手当「あり」は、有効回答のあった217事業所のうち88事業所（40.6%）となっている。

また、「手当あり」と回答のあった事業所の1ヶ月の平均支給額（１ヶ月の灯油換算）は「世帯主」が

40,173円、「準世帯主」が22,088円、「非世帯主」が15,450円となっている。

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

建設業 製造業 運輸・通信業 卸・小売業 金融・保険業 医療・福祉 サービス業 その他

28,395 

39,013 
36,114 

59,837 

11,680 

22,363 

66,272 

57,710 

18,706 

27,412 
23,309 

26,479 

6,530 

18,708 

11,404 

44,153 

18,400 18,404 
15,484 16,488 

4,400 

11,130 8,760 

30,530 

（
円
）

図28：産業別燃料手当
世帯主 準世帯主 非世帯主

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夏期手当

年末手当

決算手当

75.1%

77.0%

36.7%

24.9%

23.0%

63.3%

図29：一時金支給状況 あり なし

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

建設業 製造業 運輸・通信業 卸・小売業 金融・保険業 医療・福祉 サービス業 その他

66.7%

88.4%

59.1%

85.7%

100.0%

68.2%

78.3%
72.4%

81.3%
86.4%

68.2%

78.6%

50.0%

72.7%
77.3%

65.5%

39.6% 38.6%

31.8%
35.7%

100.0%

18.2%

34.8%

44.8%

(

事
業
所
割
合)
図30：産業別一時金支給事業所割合

夏期手当 年末手当 決算手当

夏期手当「支給あり」は、有効回答のあった
217事業所のうち163事業所（75.1%）、年末手当
「支給あり」は有効回答のあった217事業所のう
ち167事業所（77.0%）、決算手当「支給あり」
は有効回答のあった218事業所のうち80事業所
（36.7%）となっている。
この支給額の平均は、夏期手当が1.60ヶ月

367,338円、年末手当が1.83ヶ月413,406円、決
算手当が1.28ヶ月224,756円となっている。
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７　定年・退職金制度

(1)定年制度の有無（図33）

定年制度「あり」は、有効回答のあった216事業のうち167事業所（77.3%）、定年制度「なし」は49事業所

（22.7%）であった。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

建設業

製造業

運輸・通信業

卸・小売業

金融・保険業

医療・福祉

サービス業

その他

55.3%

95.5%

90.5%

89.3%

100.0%

63.6%

72.7%

76.7%

44.7%

4.5%

9.5%

10.7%

0.0%

36.4%

27.3%

23.3%

図33：産業別定年制度の有無
あり なし

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

建設業 製造業 運輸・通信業 卸・小売業 金融・保険業 医療・福祉 サービス業 その他

1.26 
1.31 

1.58 

1.85 

2.08 

1.56 

1.35 

1.86 

1.56 1.58 

1.86 

2.13 

2.00 2.00 

1.62 

1.93 

1.63 
1.68 

1.00 

1.51 

2.15 

0.14 

0.96 

1.20 

（
月
）

図31：産業別一時金支給率
夏期手当 年末手当 決算手当

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

建設業 製造業 運輸・通信業 卸・小売業 金融・保険業 医療・福祉 サービス業 その他

夏期手当 300,453 440,507 196,280 500,469 538,000 301,130 266,122 395,742

年末手当 402,097 417,126 234,772 556,041 585,000 366,831 321,475 423,910

決算手当 439,534 249,684 195,740 329,944 126,000 74,500 153,103 229,548

（
円
）

図32：産業別一時金支給額
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(2)定年年齢について（図34）

　　
(3)法改正を受けての雇用確保措置の取り組み（図35,36）

(6)同一労働同一賃金（図76）

②初任給（図44,45）

(7)一般事業主行動計画（図77,78）

(4)退職金制度、活用状況（図37）

高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年4月1日から、①定年を65歳まで引き上げる、②継続

雇用制度の導入、③定年制度の廃止の3つの措置のうちいずれかを導入し、希望する労働者を65歳

まで雇い入れることが事業主に義務付けられました。（令和3年4月1日からは70歳までの就労機会

を広げるよう企業に努力義務が課されています。）

行った
56.9%

行って

いない
25.1%

検討中
13.8%

その他
4.2%

図35：雇用確保措置の導入

60歳
50.3%

61～65歳
18.0%

65～70未満
29.3%

70歳以上
2.4%

図34：定年年齢
定年制度「あり」と回答した167事業所の

うち、60歳を定年年齢としていたのは50.3%

と最も多く、次いで65～70歳未満の29.3%で

あった。

なお、70歳以上の定年年齢を定めている事

業所は2.4%であった。

65歳まで

定年引上
41.1%

70歳まで

定年引上
2.1%

継続雇用
56.8%

定年廃止
0.0%

図36：導入した制度の内容

退職金制度「あり」は、有効回答のあった215事業所のうち175事業所（81.4%）となっている。

なお、その他制度としては、「さぽーとさっぽろ」、「中小企業共済制度」等となっている。
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10

20

30

40

50

60

70

自社制度 特定退職金

共済制度

確定給付年金

56

68

15

4 4

13
8 7
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数
）

図37退職金制度の活用状況

中小企業

退職金共

済制度

建設業退

職金共済

制度

生命保険 その他確定拠

出年金
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(1)週休2日制度の実施状況（図38）

(2)各種休暇制度（図39）

(3)年次有給休暇（図40,41）

８　休日・休暇

週休2日制の実施は、有効回答のあった217事業所のうち「あり」が160事業所（73.7%）であった。こ

のうち完全週休2日制は107事業所（66.9%）、隔週は24事業所（15.0%）であった。また、「なし」と回

答した57事業所のうち、近く実施予定は2事業所、実施の方向で検討中は6事業所であった。

完全週休２日
66.9%

隔週
15.0%

その他
18.1%

図38：週休２日制の実施状況

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

結婚休暇

病気休暇

忌引休暇

生理休暇

育児休暇

子の看護…

介護休暇

年末年始

ＧＷ

夏季休暇

冬季休暇

その他

56.4%

40.4%

76.6%

45.9%

65.6%

50.9%

57.8%

78.9%

56.0%

52.8%

20.6%

9.2%

43.6%

59.6%

23.4%

54.1%

34.4%

49.1%

42.2%

21.1%

44.0%

47.2%

79.4%

90.8%

図39：各種休暇制度 あり なし

休暇制度「あり」は、有効回答のあった218事業所のうち196事業所（89.9%）であった。このうち、

年末年始が172事業所（78.9%）と最も多く、次いで忌引休暇が167事業所（76.6%）、育児休暇が143事

業所（65.6%）、結婚休暇が123事業所（56.4%）となっている。

有効回答のあった217事業所のうち、年休制度「あり」が206業所（94.9%）、年休制度「なし」が11事

業所（5.1%）となっている。

10日未満
9.0%

10日～15日
30.2%

16日～20日
46.2%

21日以上
14.6%

図40：１人平均付与日数

10日未満
38.6%10日～15日

45.2%

16日～20日
14.2%

21日以上
2.0%

図41：１人平均取得日数
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(1)育児休業制度（図42,43）

(2)介護休業制度（図42,43）

(6)同一労働同一賃金（図76）

②初任給（図44,45）

(3)女性再雇用制度（図44,45）

　９　就業援助制度　

制度「あり」は、有効回答のあった227事

業所のうち78事業所（34.4%)となっている。

また、制度導入割合を産業別に見ると、

医療・福祉及び金融・保険業が最も高く、

卸・小売業やサービス業も高かった。

あり
34.4%

なし（導入予定あり）
4.0%

なし（導入予定なし）
54.2%

図44：女性再雇用制度

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

育児休業制度

介護休業制度

75.2%

65.1%

3.2%

5.0%

20.2%

27.5%

1.4%

2.3%

図42：就業援助制度の有無

あり なし（導入予定あり） なし（導入予定なし） なし（導入予定は無回答）
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11.0%

17.4%

8.3%

11.5%

0.9%

7.8% 8.3%

10.1%9.2%

15.6%
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割
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図43：産業別就業援助制度導入割合
育児休業 介護休業

制度｢あり｣は、有効回答のあった218事業所のうち164事業所（75.2%）、制度「なし」は54事業所（24.8%)

となっている。

また、制度を利用した人数は49人で、男性15人、女性34人となっている。取得期間は、2ヶ月以内が14人、

3～6ヵ月以内が5人、6～12ヶ月以内が10人、1年以上20人となっている。

制度｢あり｣は、有効回答のあった218事業所のうち142事業所（65.1%）、制度｢なし｣は76事業所（34.9%）と

なっている。

また、制度を利用した人数は7人で、男性2人、女性5人となっている。取得期間は、2ヶ月未満が6人、2ヶ月

以上が1人となっている。
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(4)障害者差別解消法（図46）

(5)一般事業主行動計画（図47,48）

①一般事業主行動計画の策定義務（図47） ②一般事業主行動計画の対応状況（図48）

101人以上の労働者を雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、各労働局に届け出る義務が

あります。

有効回答のあった210事業所のうち、策定義

務の対象となる全14事業所が「知っている」

との回答だった。

知っている
47.1%知らない

52.9%

図47：策定義務について（全体）

策定義務の対象であり、策定義務について

「知っている」と回答した全14事業所のうち

12事業所が、「策定済」となっている。

策定済
52.5%

策定予定あり
2.0%

策定予定なし
40.6%

検討中
5.0%

図48：対応状況について（知っている事業所）
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図45：産業別女性再雇用制度導入割合

「不当な差別的取扱いの禁止」（障がいを理由

として差別することを禁止）と「合理的配慮の

提供」（障がい者が社会生活の中で出会う困り

ごとや障壁を取り除くために、負担が重過ぎな

い範囲で支援することが行政や民間事業者の義

務となっています）

知っている
63.4%知らない

36.6%

図46：障害者差別解消法
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(6)ハラスメント防止対策（図49,50）

 

 　１０　男女雇用機会均等・男女共同参画等　

(1)役職付きの女性職員の登用状況（図52）

有効回答のあった227事業所のうち、ハラスメント防止対策「あり」は162事業所（71.4%）、

「なし」は65事業所（28.6%）となっている。

また、ハラスメント防止対策「なし」の事業所のうち、「導入予定あり」は13事業所（20.0%）、

「導入予定なし」は36事業所（55.4%）、無回答は16事業所（24.6%）となっている。

27.9%

34.0%
37.0%

1.0%

周知・啓発 相談窓口設置 就業規則等の規定 その他

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

図50：ハラスメント防止対策の内容（複数回答）

全役職付き職員876人のうち、女性の割合は

165人（18.8%)となっている。

また、従業員50人以上の比較的規模の大き

い事業所に限ると、役職付き職員351人のうち

女性の割合は74人（21.1%）となっている。

※ハラスメントとは、セクシャルハラスメ

ント、パワーハラスメントなどの嫌がらせ

行為のことです。

令和4年4月1日からパワーハラスメント防

止対策は中小企業に対して義務化されてい

ます。

あり
71.4%

なし
28.6%

図49：ハラスメント防止対策

14.1%
20.0%

65.9%

0.0%

方法がわからない 人員を確保困難 必要性を感じいない その他
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図51：相談窓口を設置していない理由（複数回答）

男性
81.2%

女性
18.8%

図52：役職付き女性職員登用割合
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